
高齢者等食の自立支援事業 

目的 日常生活に支障のある在宅の高齢者及び心身に障害がある者に対し、

事業を通して食生活の改善及び安否確認を行い、もって福祉の向上を

図ることを目的とする 

対象者 次のいずれかに該当するもの 

１ おおむね６５歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯又はこれに準ず

る世帯に属する者。 

２ 身体障害者、精神障害者及び知的障害者のみで構成される世帯又

はこれに準ずる世帯に属する者。 

3 その他町長が認める者。 

利用可能日 １週間に 6日以内（月曜日～土曜日） 夕食のみ。 

費用の負担 利用者は、食券購入により負担額を納める。 

 

〇１食あたりの個人負担額 

普通食・アレルギー食 ２５０円 

特別食 （糖尿食・透析食・腎食・ムース食）300円 

優先事項 要支援認定、要介護認定を受けている対象者のうち、介護保険サービ

スにおいて食事の提供及び安否確認がおこなえるサービスを受給でき

る場合は、当該サービスを優先して受けるものとする。 

対象者が事業の利用の決定の後に要支援認定又は要介護認定を受け

た場合も同様とする。 

必要書類 １ 申請書 

2 主治医意見書（糖尿食・透析食・腎食・アレルギー食のみ） 

利用開始まで

の流れ 

申請書により申請を行い、自宅での実態調査と審査の上、事業利用の

可否と利用日数を決定する。事業利用決定後、社会福祉協議会の職員

が再度訪問し、利用開始。 

（特別食該当の方は、事業利用の決定後、病院からの主治医意見書を

提出） 

備考 利用日の変更、利用の中止、申請の取り下げを行う際は、申請書の提出

が必要。 

体調の悪化等により利用日数を増やす場合は再度の実態調査と審査

が必要。 

 


